
甲
骨
文
・
金
文
の
小
臣
に
つ
い
て

│
│
具
体
例
検
討
│
│

木

村

秀

海

は

じ

め

に

前
稿
「
甲
骨
文
・
金
文
の
小
臣
に
つ
い
て
」
で
は
、
小
臣
は
「
大
官
重
職
と
異
族
出
自
の
奴
隷
的
戦
士
の
間
に
あ
る
、
下
級
貴
族
を
含

む
小
官
を
指
す
官
の
汎
称
」
と
い
う
大
枠
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
が
盧
、
本
稿
で
は
、
卜
辞
・
金
文
の
小
臣
の
具
体
的
用
例
を
分
析
・
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
稿
で
提
示
し
た
大
枠
を
実
証
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
小
臣
と
い
う
語
が
単
な
る
官
名
で
は
な
い
語
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
例
が
卜
辞
中
に
存
す
る
の
で
、
そ
れ
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。

丁
亥
卜
、
賓
貞
、
�
羽
乎
小
多
馬
羌
臣
、
十
月
（
合
集
五
七
一
七
正

蠢
）盪

…
多
馬
羌
臣
…
（
合
集
五
七
一
八

蠢
）

こ
こ
に
お
い
て
「
小
…
…
臣
」
に
挟
ま
れ
て
い
る
多
馬
羌
は

甲
戌
卜
、
古
貞
、
令
多
馬
衛
于
北
（
合
集
五
七
七
一

蠢
）

乎
多
馬
逐
虎
獲
（
合
集
五
七
七
五
正

蠢
）

一



多
羌
不
獲
鹿
（
合
集
一
五
三

蠢
）

辛
卯
卜
、
品
貞
、
乎
多
羌
逐
兎
獲
（
合
集
一
五
四

蠢
）

の
前
二
辞
の
多
馬
と
後
二
辞
の
多
羌
と
を
合
わ
せ
た
複
合
名
詞
で
、

寅
卜
、
賓
貞
、
令
多
馬
羌
御
方

二
告
（
合
集
六
七
六
一

蠢
）

貞
、
勿
令
多
馬
羌
（
合
集
六
七
六
二

蠢
）

の
よ
う
に
も
単
独
で
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
複
合
名
詞
の
多
馬
羌
を
前
後
か
ら
挟
む
形
で
「
小
多
馬
羌
臣
」
と
使
用
さ
れ
て
い
る
時
の
小
臣

は
、
多
馬
羌
で
あ
る
小
臣
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
。
も
と
も
と
小
臣
は
広
い
範
疇
を
指
す
語
で
あ
り
、
小
多
馬
羌
臣
は
多
馬

羌
を
管
掌
す
る
小
臣
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

己
亥
卜
、
貞
、
令
�
小
藉
臣
（
合
集
五
六
〇
二

蠢
）

己
亥
卜
、
…
令
�
…
藉
臣
（
合
集
五
六
〇
四

蠢
）

…
唐
…
小
夙
臣
…
十
囚
（
合
集
二
〇
三
五
四

蠢
）

…
小
丘
臣
…
（
合
集
五
六
〇
二

蠢
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
小
藉
臣
・
小
夙
臣
・
小
丘
臣
と
い
う
用
例
も
あ
っ
て
、
小
臣
は
多
馬
・
多
羌
と
関
係
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
藉
と

も
関
係
が
あ
り
、
夙
と
も
関
係
が
あ
り
、
丘
と
も
関
係
が
あ
る
、
と
い
う
具
合
に
多
く
の
職
事
を
そ
の
範
疇
に
含
む
語
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
の
小
藉
臣
は
卜
辞
に

貞
、
隹
小
臣
令
衆
黍
、
一
月
。
…
小
臣
令
…
黍
…
（
合
集
一
三

蠢
）

…
卯
貞
、
�
…
小
臣
…
从
又
…
它
旬
受
禾
（
合
集
三
三
二
四
九

蠶
）

と
あ
り
、
衆
を
監
督
し
て
王
の
直
轄
地
の
藉
田
を
管
理
す
る
官
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
小
藉
臣
は
籍
田
を
管
掌
す
る

小
臣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
考
え
る
と
、
小
多
馬
羌
臣
は
多
馬
と
多
羌
を
管
掌
す
る
小
臣
、
小
夙
臣
は
夙
を
管
掌
す
る
小
臣
、
小
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丘
臣
は
丘
を
管
掌
す
る
小
臣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
小
某
臣
に
対
し
、
某
小
臣
と
い
う
表
現
が
卜
辞
に
存
す
る
。

丙
午
卜
、
�
馬
小
臣

�
伐
馬
眉
、
乎
夷
、
王
受
又
又

王
其
乎
、
受
又
又
（
合
集
二
七
八
八
一

蠱
）

こ
の
卜
片
上
の
三
辞
は
馬
眉
を
伐
つ
こ
と
に
つ
い
て
の
連
卜
な
の
で
、
第
一
辞
は
そ
の
た
め
に
馬
小
臣
を
呼
ぶ
か
否
か
を
問
い
、
第
二

辞
は
夷
を
呼
ぶ
か
否
か
を
問
い
、
第
三
辞
は
第
一
辞
・
第
二
辞
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
馬
小
臣
を
呼
ぶ
か
、
夷
を
呼
ぶ
か
、
両
者
を
呼
ぶ
か

の
い
ず
れ
か
を
再
問
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
某
小
臣
と
い
う
形
で
の
表
記
は
卜
辞
に
は
こ
の
馬
小
臣
と
後
文
に
引
く
「
�
小
臣
」
し
か
存

在
し
な
い
。
西
周
金
文
に
も
史
小
臣
と
内
小
臣
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
宮
中
の
「
内
室
」
を
管
掌
す
る
小
臣
を
小
内
臣
で
は
な
く
、
内
小

臣
と
表
記
し
て
い
る
例
か
ら
推
せ
ば
、
こ
れ
ら
某
小
臣
は
、
某
を
管
掌
す
る
小
臣
で
あ
る
小
某
臣
の
別
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
他
の

用
例
は
後
文
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
種
々
の
職
事
を
有
す
る
官
を
含
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
を
「
小
某
臣
」「
某
小
臣
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
、
前

稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
大
臣
と
対
応
す
る
語
で
あ
る
こ
と
等
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
小
臣
が
単
純
な
官
名
で
は
な
く
、
諸
官
を
包
摂
し
た

一
種
の
身
分
的
な
官
の
汎
称
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
う
。

以
上
を
確
認
し
た
上
で
小
臣
の
具
体
的
用
例
の
分
析
・
検
討
を
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

一
、
女

官

小
臣
の
用
例
の
う
ち
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
次
の
二
例
の
卜
辞
で
あ
る
。
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貞
、
今
庚
辰
夕
、
用
�
小
臣
丗
小
母
丗
于
婦
、
九
月
（
合
集
六
二
九

蠢
）

癸
酉
卜
、
貞
、
多
妣
�
小
臣
丗
小
母
丗
于
婦
（
合
集
六
三
〇

蠢
）

前
辞
と
後
辞
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
婦
は
生
者
、
多
妣
は
数
代
に
わ
た
る
死
者
な
の
で
、
両
辞
の
小
臣
・
小
母
が
数
代
前
の
死
者
か
ら

生
者
へ
贈
与
さ
れ
た
も
の
と
は
解
し
難
い
。
ま
た
、
卜
辞
の
多
妣
は
殷
の
先
王
た
ち
の
后
を
指
す
の
で
、
上
位
の
先
后
た
ち
が
下
位
の
婦

に
「
�
（
献
）」
じ
る
と
い
う
こ
と
自
体
も
考
え
に
く
い
。
だ
か
ら
、
両
辞
は
婦
が
先
后
た
ち
に
小
臣
三
十
人
と
小
母
三
十
人
を
献
上
す

る
と
い
う
こ
と
を
受
動
態
の
形
で
表
現
し
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
小
臣
・
小
母
が
人
牲
で
あ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
小

臣
・
小
母
を
人
牲
と
す
る
例
は
他
に
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
献
上
は
祖
先
神
で
あ
る
先
后
た
ち
を
祀
る
廟
で
奉
仕
さ
せ
る
た
め
の
献
上
で

あ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
そ
う
な
ら
ば
、
こ
こ
に
見
え
る
小
臣
は
、
小
母
と
と
も
に
先
に
は
婦
に
仕
え
、
今
度
は
多

妣
に
仕
え
る
と
い
う
具
合
に
前
後
い
ず
れ
も
女
性
に
仕
え
て
い
る
の
で
、
女
官
、
宦
官
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
宦
官
は
紀
元
前

八
百
年
頃
の
ペ
ル
シ
ア
に
起
源
し
て
い
て
蘯
、
そ
れ
が
中
国
に
伝
播
し
て
き
た
の
は
春
秋
時
代
初
期
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
状
で
は
女

官
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
小
臣
と
併
記
さ
れ
て
い
る
小
母
に
つ
い
て
の
卜
辞
も
み
て
お
こ
う
。
小
母
の
用
例
は
数
も
少
な
く
、
断
片
的
で
内
容

が
明
確
な
も
の
は
な
い
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て

貞
小
母
�
奚
（
合
集
六
五
〇

蠢
）

は
注
意
す
る
に
値
す
る
。
奚
は
『
周
礼
』
天
官
の
序
官
に
頻
見
し
、
宮
中
で
裁
縫
や
酒
の
醸
造
な
ど
、
種
々
の
労
働
に
服
し
て
い
る
下
働

き
の
女
性
官
奴
を
指
す
。
卜
辞
の
奚
も
そ
れ
に
類
似
し
た
境
遇
に
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
小
母
�
奚
」
は
小
母
が
誰
か
に
奚
を
�

（
与
）
え
る
か
否
か
を
卜
占
し
た
も
の
で
、
小
母
が
奚
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
と
婦
が
多
妣
に
小
臣
・
小
母
を

献
上
し
た
行
為
を
併
せ
る
と
、
上
か
ら
「
婦
―
小
臣
・
小
母
―
奚
」
と
い
う
層
序
が
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

小
臣
に
は
「
娩
」「
嘉
」
に
つ
い
て
記
す
次
の
よ
う
な
卜
辞
が
存
す
る
。
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辛
丑
卜
、
爭
貞
、
小
臣
冥
嘉
（
合
集
一
四
〇
三
七

蠢
）

…
小
臣
…
冥
嘉
（
合
集
一
四
〇
三
八

蠢
）

貞
、
小
臣
冥
嘉
（
屯
附
二
二

蠢
）盻

戊
午
卜
、
小
臣
不
其
嘉
。
癸
酉
�
、
甲
戌
毓
�
。
…
。
戊
午
卜
、
小
臣
嘉
、
十
月
。
戊
午
卜
、
小
臣
嘉
（
合
集
五
八
五
正

蠢
）

こ
れ
ら
に
み
え
る
「
冥
（
娩
）」「
嘉
」
は
、
郭
沫
若
が
そ
れ
ぞ
れ
分
娩
・
男
子
の
出
生
を
嘉
み
す
る
語
と
隷
定
・
字
釈
し
て
以
来
眈
、

そ
れ
を
支
持
す
る
者
が
多
い
が
、
異
論
も
ま
た
多
い
。
た
だ
、
そ
の
異
論
は
多
く
の
場
合
、「
冥
」「
嘉
」
を
記
す
卜
辞
の
多
く
が
婦
某
と

関
係
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
男
性
と
考
え
ら
れ
て
い
る
小
臣
に
も
上
記
の
よ
う
な
卜
辞
が
あ
る
の
で
、「
冥
」「
嘉
」
と
隷
定
さ
れ
る

字
は
女
性
特
有
の
行
為
で
は
な
く
、
男
女
の
い
ず
れ
も
が
な
し
得
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
立
脚
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
極
端
な
場
合
に
は
小
臣
が
女
性
で
な
い
か
ら
婦
某
も
女
性
で
は
な
い
と
い
う
議
論
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。
ま
た
、
郭
沫
若
説
を
支
持
し
、
小
臣
の
「
冥
」「
嘉
」
を
分
娩
・
男
子
の
出
生
と
隷
定
・
解
釈
す
る
場
合
で
も
、
出
産
と
い
う
行
為

は
小
臣
自
身
が
行
う
の
は
な
く
、
小
臣
の
妻
女
が
出
産
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
卜
占
さ
れ
て
い
る
の
は
、
小
臣
の
妻
女
の
出
産

が
殷
王
の
関
心
を
引
く
ほ
ど
重
大
事
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
小
臣
と
は
何
か
を
考
え
る
場
合
も
、
こ
れ
が
影
響
し

て
、
小
臣
は
妻
女
の
出
産
さ
え
も
殷
王
の
重
大
な
関
心
を
引
く
ほ
ど
そ
の
地
位
が
高
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

例
え
ば
、「
冥
」「
嘉
」
関
係
卜
辞
の
う
ち
婦
好
の
こ
と
を
記
し
た

甲
申
卜
、
案
貞
、
婦
好
冥
不
其
嘉
、
三
旬
又
一
日
、
甲
寅
冥
不
嘉
、
允
不
嘉
、
惟
女
（
合
集
一
四
〇
〇
二
正

蠢
）

を
み
る
と
、
こ
の
卜
辞
は
、
甲
申
の
日
に
婦
好
は
男
子
を
出
産
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
卜
占
が
な
さ
れ
、
も
し
三
十
一
日
後
の
甲

寅
の
日
に
分
娩
し
た
ら
男
子
で
は
な
い
と
の
占
託
を
得
て
、
そ
の
占
託
の
と
お
り
男
子
で
は
な
く
、
女
子
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
と
し

か
解
し
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
冥
」「
嘉
」
に
つ
い
て
の
郭
沫
若
説
は
疑
問
の
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
連
さ
せ

て
小
臣
の
妻
女
の
出
産
は
夫
の
小
臣
の
地
位
が
極
め
て
高
か
っ
た
云
々
と
い
う
問
題
は
、
す
ぐ
に
論
断
で
き
る
よ
う
な
単
純
な
問
題
で
は
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な
い
。
小
臣
は
一
般
に
男
性
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
妻
女
の
出
産
云
々
を
い
う
前
に
ま
ず
小
臣
は
必
ず
男
性
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
に

問
題
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
前
稿
で
も
少
し
く
触
れ
た
よ
う
に
、
于
省
吾
「
釈
小
臣
的
職
別
」
は
小
臣
に
は
女
子

が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
重
要
な
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
眇
。
こ
の
指
摘
が
正
し
い
こ
と
は
殷
末
の
小
臣
児
�
の

女
子
小
臣
児
作
己
�
彝

�
�
�
（
集
成
五
三
五
一
）眄

に
「
女
子
小
臣
」
と
い
う
実
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。

分
娩
の
主
体
は
女
性
で
あ
る
か
ら
、
小
臣
に
女
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
当
然
、「
冥
」「
嘉
」
関
係
の
小
臣
は

婦
と
同
様
に
女
性
を
指
し
て
い
る
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。『
周
礼
』
天
官
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
周
代
の
后
以
下
の
群
妃
・
女
官
の
序
列
は

后
・
夫
人
・
九
嬪
・
世
婦
・
女
御
と
な
っ
て
い
て
、
天
官
・
九
嬪
の
鄭
玄
注
で
は
王
の
寝
席
に
侍
る
の
に
は

女
御
八
十
一
人
は
九
夕
に
当
た
る
。
世
婦
二
十
七
人
は
三
夕
に
当
た
る
。
九
嬪
九
人
は
一
夕
に
当
た
る
。
三
夫
人
は
一
夕
に
当
た

る
。
后
は
一
夕
に
当
た
る
。
亦
十
五
日
に
し
て
�
し
。

と
い
う
順
序
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
則
正
し
い
寝
席
の
順
序
が
あ
っ
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
周
代
の
王
の
群
妃
・
女

官
に
一
定
の
序
列
が
あ
り
、
王
が
そ
れ
ら
妃
以
下
の
女
官
を
意
に
任
せ
て
寝
席
に
侍
ら
せ
る
こ
と
は
通
常
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
殷
代
の
群
妃
・
女
官
の
序
列
に
つ
い
て
は
、
后
（
司
）
に
次
ぐ
も
の
が
婦
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
婦
と

小
臣
は
地
位
に
差
違
は
あ
る
が
、
分
娩
以
外
に
も
似
通
っ
た
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。

戊
戌
、
婦
喜
示
一
屯
（
英
三
九
〇
臼

蠢
）

己
丑
、
婦
�
示
二
屯
、
自
嵒
（
合
集
六
二
三
三
臼

蠢
）

こ
れ
は
亀
甲
・
卜
骨
の
入
貢
・
検
査
・
確
認
署
名
に
婦
某
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
記
す
骨
臼
刻
辞
の
一
部
で
あ
る
が
、
同
様
の
例
は

小
臣
入
二
（
合
集
一
八
二
三
反

蠢
）

…
乞
自
嵒
廿
屯
、
小
臣
中
示
、
…
茲
（
合
集
五
五
七
四

蠢
）
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…
允
十
屯
、
小
臣
从
示
（
合
集
五
五
七
九
反

蠢
）

…
廿
屯
、
小
臣
…
（
合
集
五
五
八
〇

蠢
）

…
廿
屯
、
小
臣
…
（
英
二
〇
三
二
反

蠡
）

の
よ
う
に
、
小
臣
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
婦
と
小
臣
は
出
産
・
亀
甲
の
管
理
と
い
う
共
通
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
細
か
く

み
れ
ば
、
共
通
部
分
の
中
に
い
く
つ
か
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
数
量
の
違
い
で
あ
る
。「
冥
」「
嘉
」
関
係
卜
辞
も
亀
甲
・
卜

骨
の
入
貢
・
検
査
・
確
認
署
名
関
係
の
骨
臼
刻
辞
も
、
婦
と
小
臣
を
比
較
す
る
と
、
婦
の
関
与
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
よ
う
に
婦
の
出

産
が
多
数
を
占
め
る
の
は
、
婦
が
殷
王
の
寝
席
に
侍
る
の
が
通
常
の
こ
と
で
、
小
臣
は
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
に
く
い
地
位
に
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
神
権
国
家
で
あ
る
殷
に
と
っ
て
は
占
卜
に
関
わ
る
こ
と
は
政
治
・
宗
教
の
枢
機
と
関
わ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、

亀
甲
・
卜
骨
の
管
理
と
婦
と
の
関
与
例
が
多
い
こ
と
は
枢
機
と
関
わ
る
度
合
い
が
小
臣
よ
り
も
婦
の
方
が
は
る
か
に
深
か
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
第
二
は
、「
冥
」「
嘉
」
関
係
卜
辞
で
も
骨
臼
刻
辞
で
も
、
婦
は
例
え
ば
婦
好
の
よ
う
に
婦
某
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
小
臣
が

小
臣
某
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
例
外
的
で
、
大
抵
が
小
臣
と
の
み
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
婦
の
場
合
は
常
に
特
定
の
個

人
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
小
臣
の
場
合
は
特
定
の
個
人
が
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
こ
に
も

「
誰
」
と
い
う
個
人
が
重
視
さ
れ
る
婦
と
不
特
定
多
数
の
一
員
と
し
て
扱
わ
れ
る
小
臣
と
の
身
分
上
の
差
違
が
反
映
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
婦
と
小
臣
の
類
似
し
た
面
と
異
な
る
面
と
を
見
て
き
た
が
、
小
臣
と
併
記
さ
れ
る
小
母
は
「
冥
」「
嘉
」
関
係
卜
辞
に
も
亀

甲
・
卜
骨
の
入
貢
・
検
査
・
確
認
署
名
関
係
の
骨
臼
刻
辞
に
も
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
后
と
女
官
に
は
、

后
―
婦
―
小
臣
―
小
母
―
奚

と
い
う
序
列
が
あ
り
、
漓
婦
と
小
臣
・
小
母
の
間
に
は
大
き
な
身
分
上
の
差
違
が
あ
る
、
滷
婦
や
小
臣
は
寝
席
に
侍
り
得
る
が
、
小
母
以

下
は
そ
れ
に
与
ら
な
い
、
澆
婦
や
小
臣
は
政
治
・
祭
祀
の
枢
機
に
関
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
小
母
以
下
は
そ
れ
に
与
る
こ
と
が
な
い
、

の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。
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二
、
宦

官

『
周
礼
』
天
官
に
内
小
臣
と
い
う
官
が
あ
り
、
そ
の
序
官

内
小
臣
奄
、
上
士
四
人
、
史
二
人
、
徒
八
人
、

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
奄
人
す
な
わ
ち
宦
官
が
就
く
官
で
あ
る
。
西
周
晩
期
か
ら
春
秋
期
に
比
定
さ
れ
る
魯
内
小
臣
�
生
鼎
に

魯
内
小
臣
�
生
作
�
（
集
成
二
三
五
四
）

と
あ
る
、
魯
の
内
小
臣
は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
内
小
臣
は
た
ま
た
ま
『
周
礼
』
天
官
に
記
述
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
宦
官
で
あ
る
と

判
別
で
き
る
が
、
殷
・
西
周
王
室
や
他
国
の
宦
官
が
必
ず
し
も
『
周
礼
』
や
魯
国
の
よ
う
に
内
小
臣
と
い
う
官
名
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な

い
の
で
、
官
名
だ
け
か
ら
小
臣
の
う
ち
の
ど
れ
が
宦
官
で
あ
り
、
ど
れ
が
宦
官
で
な
い
か
を
判
別
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

宦
官
は
後
代
、
君
主
の
首
の
す
げ
替
え
を
す
る
ほ
ど
の
権
勢
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
が
、
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
生
殖
能

力
を
奪
わ
れ
た
奴
隷
で
あ
る
と
い
う
本
質
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
職
事
は
『
周
礼
』
天
官
・
内
小
臣
で
は

内
小
臣
掌
王
后
之
命
、
正
其
服
位
、
后
出
入
、
則
前
駆
、
若
有
祭
祀
賓
客
喪
紀
、
則
擯
、
詔
后
之
礼
事
、
相
九
嬪
之
礼
事
、
正
人
之

礼
事
、
徹
后
之
俎
、
后
有
好
事
于
四
方
、
則
使
往
、
有
好
令
於
鑄
大
夫
、
則
亦
如
之
、
掌
王
之
陰
事
陰
令
、

と
な
っ
て
い
る
が
、
王
后
や
九
嬪
に
関
す
る
礼
事
や
庶
務
、
王
の
私
的
生
活
の
庶
務
と
い
う
こ
の
職
事
内
容
も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
君
主
や
君
主
夫
人
に
関
す
る
庶
務
と
い
う
点
か
ら
、
春
秋
早
期
に
比
定
さ
れ
る
己
侯
壺
に

己
侯
作
鋳
壺
、
事
（
使
）
小
臣
台
（
以
）
汲
、
永
宝
用
、（
集
成
九
六
三
二
）

と
あ
り
、
己
侯
の
た
め
に
水
汲
み
を
す
る
己
国
の
小
臣
も
宦
官
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

先
秦
文
献
で
は
、
例
え
ば
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
四
年
の
伝
に
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初
、
晋
献
獻
公
欲
以
驪
姫
為
夫
人
、
卜
之
不
吉
、
筮
之
吉
、
公
曰
、
従
筮
、
卜
人
曰
、
筮
短
龜
長
、
不
如
從
長
、
且
其
�
曰
、
専
之

渝
、
攘
公
之
�
、
一
閂
一
蕕
、
十
年
尚
猶
有
臭
、
必
不
可
、
弗
聴
、
立
之
、
生
奚
斉
、
其
�
生
卓
子
、
及
将
立
奚
斉
、
既
与
中
大
夫

成
謀
、
姫
謂
大
子
曰
、
君
夢
斉
姜
、
必
速
祭
之
、
大
子
祭
于
曲
沃
、
帰
胙
于
公
、
公
田
、
姫
�
諸
宮
、
六
日
、
公
至
、
毒
而
献
之
、

公
祭
之
地
、
地
墳
、
与
犬
、
犬
斃
、
与
小
臣
、
小
臣
亦
斃
、
姫
泣
曰
、
賊
由
大
子
、
…

と
あ
り
、
胙
肉
に
盛
ら
れ
た
毒
を
犬
と
同
様
に
毒
味
さ
せ
ら
れ
て
い
る
小
臣
は
、
そ
の
犬
の
ご
と
き
命
の
軽
さ
か
ら
み
て
宦
官
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
年
の
伝
に

晋
侯
夢
大
�
、
被
髮
及
地
、
搏
膺
而
踊
曰
、
殺
余
孫
不
義
、
余
得
請
於
帝
矣
、
壊
大
門
及
寢
門
而
入
、
公
懼
、
入
于
室
、
又
壊
�
、

公
覚
、
召
桑
田
巫
、
巫
言
如
夢
、
公
曰
、
何
如
、
曰
、
不
食
新
矣
、
公
疾
病
、
求
医
于
秦
、
秦
伯
使
医
緩
為
之
、
未
至
、
公
夢
疾
為

二
豎
子
曰
、
彼
良
医
也
、
懼
傷
我
、
焉
逃
之
、
其
一
曰
、
居
肓
之
上
、
膏
之
下
、
若
我
何
、
医
至
、
曰
、
疾
不
可
為
也
、
在
肓
之

上
、
膏
之
下
、
攻
之
不
可
、
達
之
不
及
、
薬
不
至
焉
、
不
可
為
也
、
公
曰
、
良
医
也
、
厚
為
之
礼
而
歸
之
、
六
月
、
丙
午
、
晋
侯
欲

麦
、
使
甸
人
献
麦
、
饋
人
為
之
、
召
桑
田
巫
、
示
而
殺
之
、
將
食
、
張
、
如
廁
、
陷
而
卒
、
小
臣
有
晨
夢
負
公
以
登
天
、
及
日
中
、

負
晋
侯
出
諸
廁
、
遂
以
為
殉
。

と
あ
り
、
公
を
背
負
っ
て
天
に
登
る
夢
を
見
た
が
た
め
に
、
新
麦
を
食
べ
て
腹
痛
を
起
こ
し
廁
中
に
転
落
し
て
死
ん
だ
晋
侯
を
糞
尿
ま
み

れ
に
な
り
な
が
ら
背
負
う
は
め
に
な
っ
た
小
臣
も
、
そ
の
穢
い
行
為
を
強
制
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
通
常
の
官
で
は
な
く
、
宦
官
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
宦
官
と
し
て
の
小
臣
は
西
周
後
期
以
後
の
金
文
・
文
献
に
は
見
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
が
殷
代
ま
で
遡
る
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
俄
に
は
断
言
し
が
た
い
。

辛
卯
、
王
…
小
臣
�
…
其
亡
圉
…
于
東
対
、
王
�
曰
吉
（
合
集
三
六
四
一
九

蠹
）

辛
巳
卜
、
貞
、
王
其
…
小
臣
…
�
亡
…
商
…
王
弗
毎
（
合
集
三
六
四
二
一

蠹
）
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…
逐
自
…
小
臣
鬼
…
于
…
（
合
集
五
五
七
七

蠢
）

己
巳
…
亡
小
臣
其
取
又
（
合
集
五
五
九
五

蠢
）

時
に
、
こ
れ
ら
の
卜
辞
を
、
奴
隷
で
あ
る
小
臣
の
逃
亡
・
追
捕
と
関
連
づ
け
て
分
析
を
し
て
い
る
こ
と
を
見
か
け
る
が
、
こ
の
断
片
的

な
卜
辞
か
ら
そ
こ
ま
で
読
み
取
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
西
周
後
期
に
存
在
し
て
い
た
宦
官
と
し
て
の
小
臣
が
遡
っ
て
殷
代

に
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
花
園
村
の
�
北
商
城
に
あ
る
巨
大
な
宮
殿
建
築
を
有
す
る
強
い
王
権
が
あ
り
、
そ
こ
に
後
宮

に
類
す
る
何
ら
か
の
組
織
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
そ
こ
に
宦
官
が
い
た
可
能
性
も
ま
た
存
在
す
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ

文
献
に
も
卜
辞
に
も
宦
官
と
し
て
の
小
臣
が
殷
代
に
存
在
し
た
こ
と
を
確
実
に
証
明
す
る
例
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
西
周
早
中
期
と
さ
れ
る
小
臣
氏
樊
尹
鼎
の
銘
文
で
あ
る
。

小
臣
氏
樊
尹
作
宝
用
（
集
成
二
三
五
一
）

こ
れ
に
見
え
る
小
臣
氏
は
樊
尹
の
氏
の
名
で
あ
る
。
諸
侯
は
臣
下
か
ら
「
侯
氏
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
臣
下
が
使
う

敬
称
な
の
で
、
樊
尹
が
自
ら
を
小
臣
氏
と
敬
称
し
た
は
ず
は
な
い
。
小
臣
氏
が
氏
の
名
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
稿
に
あ
げ
た
「
小
臣
の
多
く

が
宦
官
で
あ
る
」
と
す
る
説
は
成
立
し
が
た
い
。
西
周
貴
族
が
殷
代
に
宦
官
が
多
か
っ
た
小
臣
と
い
う
不
名
誉
な
語
を
自
己
の
氏
の
名
と

す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
周
早
中
期
に
も
小
臣
の
中
に
宦
官
が
含
ま
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

三
、
史
小
臣
と
善
夫

史
小
臣
と
い
う
用
例
が
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
西
周
晩
期
の
大
克
鼎
の
銘
文
に
見
え
る
。

王
若
曰
、
克
、
昔
余
既
令
女
出
入
朕
令
、
今
余
唯
�
�
乃
令
、
易
女
素
�
参
絅
�
�
、
易
女
田
于
埜
、
易
女
田
于
�
、
易
女
�
�
	

田
于
峻
、
以
厥
臣
妾
、
易
女
田
于


、
易
女
田
于
�
、
易
女
田
于
�
原
、
易
女
田
于
寒
山
、
易
女
史
小
臣
霊

鼓
鐘
、
易
女
刑
微
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人
、
�
（
摂
）
易
女
刑
人
奔
于
量
、
敬
夙
夜
用
事
、
勿
廃
朕
令
、
克
拜
稽
首
、
敢
対
揚
天
子
不
顯
魯
休
、
用
作
朕
文
祖
師
華
父
宝
�

彝
、
克
其
万
年
無
疆
、
子
子
孫
孫
永
宝
用
（
集
成
二
八
三
六
）

こ
こ
に
あ
る
「
易
女
史
小
臣
霊
�
鼓
鐘
」
は
、
善
夫
克
に
史
と
小
臣
と
霊
�
な
る
鼓
鐘
の
三
者
が
下
賜
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
官
人
で
あ
る
善
夫
克
に
同
じ
官
人
で
あ
る
史
・
小
臣
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
状
況
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
大
規
模
な
諸
侯
の
封
建
な
ら
王
臣
の
分
与
も
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
克
の
場
合
は
前
命
を
再
認
す
る
再
命
、
即
ち
前
任
官
へ

の
再
叙
任
な
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
行
わ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
は
「
汝
に
史
小
臣
の
霊
�
な
る
鼓
鐘
を

賜
ふ
」
と
読
ん
で
、
史
小
臣
が
用
い
る
鼓
・
鐘
が
下
賜
さ
れ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
金
文
に
散
見
す
る
「
参
有
�
、
�
土
・
�
馬
・
�
工
」
の
参
有
�
は
、
�
土
・
�
馬
・
�
工
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
西
周
金
文
に
は
ま
ず
総
称
を
あ
げ
て
、
次
い
で
そ
の
官
を
列
挙
す
る
官
の
列
挙
法
が
あ
る
。
西
周
中
期
の
師
�
鼎
に

唯
三
年
三
月
初
吉
甲
戌
、
王
在
周
師
�
宮
、
旦
、
王
各
大
室
、
即
立
、
司
馬
共
右
師
�
入
門
、
立
中
廷
、
王
乎
作
册
尹
、
册
令
師

�
、
胥
師
俗
司
邑
人
唯
小
臣
善
夫
守
〔
友
〕
官
犬
�
奠
人
善
夫
官
守
友
、
易
赤
�
、
�
拝
稽
首
敢
対
揚
不
顯
休
命
、
用
作
朕
文
祖
辛

公
尊
鼎
、
�
其
〔
万
年
〕
世
子
子
孫
孫
、
其
永
宝
用
（
集
成
二
八
一
七
）

と
見
え
る
「
唯
小
臣
…
」
の
小
臣
も
そ
う
で
、
下
文
の
善
夫
・
守
〔
友
〕・
官
犬
な
ど
の
諸
官
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
す
る
と
、
善
夫
も
小
臣
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
善
夫
（
膳
夫
）
が
小
臣
に
含
ま
れ
る
と
い
う
関
係
は
、
殷
の
湯
王
の

輔
相
と
し
て
知
ら
れ
る
伊
尹
の
伝
承
に
も
見
ら
れ
る
。
伊
尹
は
、
春
秋
期
の
叔
夷
�
で
は

	
成
唐
又
敢
在
帝
所
、


受
天
命
、
�
伐
夏
后
、
敗
厥
霊
師
、
伊
少
臣
唯
忖
、
咸
有
九
州
、
処
禹
之
都
、
…
（
集
成
二
八
五
）

の
よ
う
に
「
伊
少
臣
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
小
臣
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
を
残
し
て
い
る
が
、『
呂
氏
春
秋
』
本
味
覧
の

湯
聞
伊
尹
、
使
人
請
之
有
�
氏
。
有
�
氏
不
可
。
伊
尹
亦
欲
帰
湯
。
湯
於
是
請
取
婦
為
婚
。
有
�
氏
喜
、
以
伊
尹
為

送
女
。
…
、

湯
得
伊
尹
、
祓
之
於
廟
、
�
以
�
火
、
釁
以
犧
�
。
明
日
、
設
朝
而
見
之
、
説
湯
以
至
味
、
湯
曰
「
可
對
而
為
乎
」。
對
曰
「
君
之
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國
小
、
不
足
以
具
之
、
為
天
子
然
後
可
具
。
…
」

及
び
『
史
記
』
殷
本
紀
の

伊
尹
名
阿
衡
。
阿
衡
欲
奸
湯
而
無
由
、
乃
為
有
�
氏
�
臣
、
負
鼎
俎
、
以
滋
味
�
湯
、
致
于
王
道
。
或
曰
、
伊
尹
處
士
、
湯
使
人
聘

迎
之
。

な
ど
に
は
、
�
臣
と
し
て
来
て
、
料
理
人
と
し
て
仕
え
た
と
し
て
い
る
。
金
文
の
善
夫
は
『
周
礼
』
天
官
に

膳
夫
、
掌
王
之
食
飲
膳
羞
、
以
養
王
及
后
世
子
。
凡
王
之
饋
食
用
六
穀
、
膳
用
六
牲
、
…

と
あ
る
膳
夫
に
比
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
説
話
は
伊
尹
が
善
夫
で
も
あ
り
、
小
臣
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
て
、
善
夫
が

小
臣
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
克
鼎
の
善
夫
克
が
「
史
小
臣
の
霊
�
な
る
鼓
鐘
」
を
下
賜
さ
れ
た
の

は
克
が
史
官
を
兼
職
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
史
に
は
大
史
・
内
史
尹
・
内
史
友
と
順
次
下
が
る
種
々
の
史
官
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
命

の
重
軽
に
応
じ
て
王
命
の
出
入
を
し
て
い
た
こ
と
は
册
命
形
式
金
文
等
に
多
く
見
ら
れ
る
。
善
夫
克
は
再
命
前
か
ら
王
命
の
出
入
を
し
て

た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
食
飲
膳
羞
」
を
管
掌
す
る
善
夫
と
王
命
の
出
入
を
す
る
史
官
、
し
か
も
地
位
相
応
の
小
臣
身
分
の

者
が
任
ぜ
ら
れ
る
下
位
の
史
官
を
兼
ね
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
再
命
に
際
し
て
善
夫
克
が
「
史
小
臣
の
霊
�
な
る
鼓
鐘
」
を
下
賜
さ
れ

た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
職
事
と
関
連
し
て
い
た
と
解
さ
ね
ば
「
史
小
臣
の
霊
�
な
る
鼓
鐘
」
の
下
賜
理
由
が
理
解
が
で
き
な
い
。

欠
字
・
難
字
が
多
く
て
難
解
で
あ
る
が
、
西
周
晩
期
の
�
从
�
の
小
臣
成
友
も
そ
う
し
た
史
小
臣
の
一
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

隹
王
廿
又
五
年
七
月
、
辰
﹇
在
﹈
□
□
、﹇
王
在
﹈
永
師
田
宮
、
令
小
臣
成
友
逆
□
□
内
史
無
�
、
大
史
�
曰
、
章
厥
�
夫
、
	
�

从
田
、
其
邑


�
�
、
復
友
�
从
其
田
、
其
邑
復

言
二
邑
、
�
�
从
復
小
宮
、
	
�
从
田
、
其
邑
�
�
句
商
児
�
讎
�
、
復
限
余

�
从
田
、
其
邑
競
懋
甲
三
邑
州
瀘
二
邑
、
凡
復
友
、
復
付
�
从
田
十
又
三
邑
、
厥
右
�
从
、
善
夫
克
、
�
从
�
朕
皇
祖
丁
公
文
考
惠

公
�
、
其
子
々
孫
々
永
宝
用
、
�
（
集
成
四
四
六
六
）

こ
の
銘
文
の
通
読
は
で
き
な
い
が
、
�
从
の
田
の
譲
渡
に
関
す
る
王
命
が
小
臣
を
通
じ
て
内
史
と
大
史
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
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か
る
の
で
、
王
の
小
命
の
伝
達
を
す
る
史
官
に
小
臣
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
王
命
の
伝
達
と
執
政
者
の
上
奏
の
取
り

次
ぎ
は
、
日
本
で
は
上
古
は
女
官
、
律
令
時
代
は
蔵
人
、
江
戸
時
代
に
は
側
用
人
と
替
わ
っ
て
い
く
が
、
中
国
で
は
女
官
、
小
臣
・
善
夫

を
経
て
宦
官
に
替
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

四
、
侍
臣
と
前
駆

卜
辞
に

甲
午
卜
、
�
、
令
小
臣
取
丁
羊
鳥
（
合
集
二
〇
三
五
四

蠢
）

癸
巳
卜
、
貞
、
其
令
小
臣
穽
（
合
集
二
七
八
八
三

蠱
）

と
あ
り
、
小
臣
が
羊
・
鳥
の
捕
獲
や
陥
穽
の
仕
掛
け
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
殷
代
の
小
臣
が
王
の
狩
猟
に
参
加
す
る
資
格
を

有
す
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

癸
巳
卜
、
殼
貞
、
旬
亡
咼
、
王
�
曰
、
乃
茲
亦
悃
祟
、
若
�
甲
午
王
往
逐
�
、
小
臣
�
車
馬
�
、
�
王
車
、
子
央
亦
墜
（
合
集
一

〇
四
〇
五

蠢
）

に
は
、
王
が
�
を
逐
っ
て
い
る
時
に
小
臣
�
の
乗
車
が
事
故
を
起
こ
し
、
王
の
乗
車
も
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
、
子
央
も
乗
車
か
ら
墜
ち
た

こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
臣
が
狩
猟
の
参
加
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
王
の
乗
車
の
す
ぐ
近
く
を
馳
せ
、
王
の
侍
衛
を
し
て
い
た

こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

後
世
の
例
か
ら
言
え
ば
、
侍
衛
の
臣
は
宮
中
の
宿
直
・
警
備
、
王
の
外
出
時
の
鹵
簿
の
警
護
、
王
の
行
幸
の
安
全
確
保
が
主
要
任
務
で

あ
る
。『
周
礼
』
夏
官
・
小
臣
の
職
事
の
一
つ
に
「
前
駆
」
が
あ
る
が
、
こ
の
「
前
駆
」
と
い
う
語
は
前
衛
、
警
蹕
、
立
ち
寄
り
先
や
行

在
所
へ
の
先
乗
り
な
ど
王
の
外
出
時
に
行
う
警
護
活
動
全
般
を
表
現
し
た
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
先
乗
り
を
記
し
た
卜
辞
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が
十
数
例
存
在
す
る
。
例
中
に
は
先
乗
り
し
た
官
の
名
を
記
し
て
い
な
い
も
の
も
少
数
あ
る
が
、
確
認
で
き
る
限
り
で
は
、
そ
れ
は

庚
午
卜
、
貞
、
翌
日
辛
王
其
田
、
馬
其
先
擒
、
不
雨
…
（
合
集
二
七
九
四
八

蠱
）

…
乎
馬
先
、
弗
悔
不
…
大
吉
（
合
集
二
七
九
五
四

蠱
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
馬
と
い
う
官
に
よ
る
先
乗
り
に
限
ら
れ
て
い
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
小
臣
に
は
馬
小
臣
と
小
多
馬
羌
臣
と
い
う

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
卜
辞
の
こ
の
先
乗
り
は
小
臣
に
包
摂
さ
れ
る
官
の
職
事
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

戊
戌
卜
、
王
其
巡
�
馬
…
小
臣
�
乗
黽
、
克
…
（
合
集
三
六
四
一
七

蠹
）

庚
午
卜
、
王
貞
、
其
乎
小
臣
剌
从
在
曾
（
合
集
二
七
八
八
五
正

蠱
）

こ
れ
ら
二
辞
の
う
ち
前
者
は
王
が
厩
舎
の
馬
を
巡
視
し
た
時
に
随
従
し
て
い
た
小
臣
に
試
乗
さ
せ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
小
臣
以
下
の
文
義
が
判
然
と
し
な
い
。
後
者
は
王
が
曾
に
赴
く
際
に
小
臣
剌
を
随
従
さ
せ
る
か
否
か
を
占
卜
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

随
従
は
単
に
王
の
御
幸
に
随
っ
た
の
で
は
な
く
、
護
衛
の
た
め
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

小
臣
の
先
乗
り
は
西
周
早
期
の
小
臣
�
鼎
に
も
見
え
る
。

正
月
王
在
成
周
、
王
弋
于
楚
麓
、
令
小
臣
�
先
省
楚
�
、
王
至
于
弋
�
、
無
譴
、
小
臣
�
易
貝
、
易
馬
両
、
�
拝
稽
首
対
揚
王
休
、

揚
作
季
最
宝
尊
彝
（
集
成
二
七
七
五
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
周
王
が
楚
山
の
麓
に
遊
弋
に
行
く
時
に
小
臣
�
が
先
乗
り
し
て
楚
山
の
狩
猟
小
屋
を
下
見
し
て
い
る
。
同
じ
く
早
期

の

隹
十
月
甲
子
、
王
在
宗
周
。
令
師
仲
�
静
省
南
国
相
�
�
。
八
月
初
吉
庚
申
、
至
告
于
成
周
。
月
既
望
丁
丑
、
王
在
成
周
大
室
。
令

静
曰
、
�
女
�
�
在
曾
�
師
。
王
曰
、
静
、
易
女
鬯
�
�
采
�
毎
。
曰
、
用
事
。
静
揚
天
子
休
、
用
作
宝
�
彝
（『
文
物
』
一
九
九

八
年
五
期
、
八
六
頁
、
図
四
）

に
お
い
て
南
国
を
巡
視
す
る
際
に
狩
猟
小
屋
に
先
乗
り
を
し
て
い
る
静
も
、
同
人
作
成
の
小
臣
静
彝
（
後
引
参
照
）
に
「
小
臣
静
」
と
自
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称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
小
臣
で
あ
る
。

五
、
部
将
・
武
臣

上
述
の
卜
辞
・
金
文
の
用
例
か
ら
見
る
と
、
前
駆
に
関
し
て
は
『
周
礼
』
夏
官
・
小
臣
の
記
事
は
小
臣
の
姿
の
一
部
を
正
し
く
伝
承
し

て
い
る
と
言
え
る
が
、
序
官
に
そ
の
身
分
・
人
数
を
「
小
臣
、
上
士
四
人
」
と
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
。
本
来
、
先
乗
り
は
武
装
偵
察
の

一
種
で
あ
る
か
ら
、
少
々
の
敵
に
遭
遇
し
た
時
に
全
滅
し
な
い
規
模
の
部
隊
を
率
い
た
小
臣
が
派
遣
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ

う
な
小
規
模
な
人
数
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
小
臣
が
単
に
王
を
警
護
す
る
侍
衛
の
臣
で
は
な
く
、
部
将
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
次
の

卜
辞
で
明
ら
か
で
あ
る
。

…
小
臣
牆
从
伐
、
擒
危
美
人
廿
人
四
…
人
五
百
七
十
・
�
百
…
車
二
丙
・
盾
百
八
十
三
・
�
五
十
・
矢
…
百
�
于
大
乙
、
用
獲
百
俘

�
于
祖
乙
、
用
美
于
祖
丁
、
建
曰
京
易
…
（
合
集
三
六
四
八
一

蠹
）

こ
の
卜
辞
は
前
稿
に
引
用
し
た
の
で
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
小
臣
牆
が
率
い
た
部
隊
が
五
九
〇
人
以
上
の
俘
虜
と
戦
車
・

盾
な
ど
を
捕
獲
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
ら
よ
い
。
こ
の
俘
虜
・
戦
獲
品
の
多
さ
か
ら
類
推
す
る
と
、
小
臣
牆
が
率
い
て
い
っ
た
部

隊
は
少
な
く
と
も
千
人
単
位
の
兵
士
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。
小
臣
の
全
て
が
こ
の
小
臣
牆
の
よ
う
に
大
規
模
な
部
隊
を
率

い
る
部
将
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
小
臣
の
な
か
に
は
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
部
隊
を
率
い
る
こ
と
が
で
き
る
身
分
と
地
位
を
有
す

る
者
が
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

殷
末
の
小
臣
�
犀
尊
に
は

丁
巳
王
省
�
且
、
王
易
小
臣
�
�
貝
、
隹
王
來
征
夷
方
、
隹
王
十
祀
又
五
�
日
（
集
成
五
九
九
〇
）

と
あ
り
、
紂
王
の
夷
方
征
伐
に
従
軍
し
た
小
臣
�
が
宝
貝
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
、
西
周
早
期
の
小
臣
單
�
に
は
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王
後
�
克
商
、
在
成
�
、
周
公
易
小
臣
單
貝
十
朋
、
用
作
宝
�
彝
（
集
成
六
五
一
二
）

と
あ
り
、
周
公
に
随
従
し
て
三
監
の
乱
の
際
の
戦
功
に
よ
り
小
臣
單
が
宝
貝
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
、
西
周
早
中
期
の
小
臣
�
�
に
は

�
東
夷
大
反
、
伯
懋
父
以
殷
八
師
征
東
夷
、
唯
十
又
二
月
遣
自
�
師
、
朮
東
�
伐
海
眉
、
于
厥
復
帰
在
牧
師
、
伯
懋
父
承
王
令
、
易

師
率
征
自
五
�
貝
、
小
臣
�
蔑
暦
	
易
貝
、
用
作
宝
�
彝
（
集
成
四
二
三
八
）

と
あ
り
、
伯
懋
父
に
よ
る
東
夷
征
伐
に
随
従
し
た
小
臣
�
が
戦
功
に
よ
り
宝
貝
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
賜
貝
は

小
臣


・
小
臣
單
・
小
臣
�
の
個
人
的
戦
功
に
よ
っ
て
受
け
た
も
の
な
の
か
、
彼
ら
が
率
い
た
部
隊
の
戦
功
を
長
と
し
て
受
け
た
も
の
な

の
か
は
明
瞭
に
し
難
い
が
、
戦
闘
部
隊
の
指
揮
官
が
最
高
指
揮
官
か
ら
の
賞
与
に
あ
づ
か
る
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
す

と
、
小
臣


・
小
臣
單
・
小
臣
�
ら
は
部
将
と
し
て
賞
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
銘
文
に
よ
れ
ば
、
小
臣
�
は
伯
懋
父
麾
下
の
殷
八
師
の

一
部
将
と
し
て
出
征
し
て
い
る
が
、
殷
八
師
は
「
夷
を
以
て
夷
を
制
す
」
政
策
に
利
用
さ
れ
る
成
周
常
在
の
殷
系
の
軍
組
織
な
の
で
、
小

臣
�
が
そ
れ
に
属
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
小
臣
が
王
を
侍
衛
す
る
臣
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
銘
文
は
小
臣
を
侍
臣
と
捉
え
る
見
解
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

六
、
臣
の
所
有
と
守
邑

小
臣
を
少
年
奴
隷
と
し
て
い
る
説
が
あ
る
が
、
西
周
早
期
の
昜
方
�
に

昜
方
曰
、
�
叔
休
于
小
臣
貝
三
朋
臣
三
家
、
対
厥
休
、
用
作
父
丁
�
彝
（
集
成
四
〇
四
二
）

と
あ
り
、
宝
貝
三
朋
と
臣
三
家
を
賜
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
小
臣
は
臣
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
の
家
単
位
で
下
賜
さ
れ
て

い
る
臣
は
、
夫
単
位
で
下
賜
さ
れ
る
臣
（
奴
隷
）
よ
り
は
上
位
の
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
」「
刑
は
大
夫
に
上

ら
ず
」
と
い
う
古
代
の
礼
刑
の
規
定
で
は
大
夫
と
そ
れ
以
下
と
は
身
分
上
に
大
差
が
あ
り
、
本
来
の
貴
族
は
大
夫
以
上
の
者
で
あ
っ
た
。
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こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
あ
る
い
は
こ
の
家
単
位
の
臣
の
下
賜
は
大
夫
に
隷
属
す
る
庶
人
の
分
与
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

殷
代
の
小
臣
に
つ
い
て
は
、

…
乎
…
邑
…
�
小
臣
其
又
邑
（
合
集
五
五
九
六

蠢
）

に
「
又
（
有
）
邑
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
采
邑
を
所
有
し
て
い
た
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
し
か
し
、『
礼
記
』
哀
公
問
の
「
不
能
有
其

身
」、
同
じ
く
大
学
の
「
有
国
者
不
可
以
不
慎
」
と
あ
り
、
鄭
注
に
「
有
、
猶
保
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
有
」
に
は
「
保
守
」「
保
持
」

の
意
も
あ
る
の
で
、
こ
の
卜
辞
一
例
を
以
て
小
臣
の
采
邑
所
有
ま
で
主
張
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
の
卜
辞
は
欠
落
が
多
い
が
、
文
中
の
「
来
�
」
が
注
目
さ
れ
る
。

…
小
臣
高
…
来
�
自
…
（
合
集
五
五
七
六
正

蠢
）

来
�
は
、
一
例
を
あ
げ
る
と

癸
巳
卜
、
案
貞
、
旬
亡
咼
。
王
�
曰
、
有
祟
、
其
有
来
�
。
迄
至
五
日
丁
酉
、
允
有
来
�
自
西
。
沚
馘
告
曰
、
土
方
征
于
我
東
鄙
、

�
二
邑
。
苦
方
亦
侵
我
西
鄙
田
（
合
集
六
〇
五
七
正

蠢
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
殷
都
大
邑
商
を
と
り
ま
く
王
畿
の
諸
邑
や
内
外
服
諸
侯
か
ら
敵
邦
（
方
）
が
侵
入
し
て
何
ら
か
の
損
害
を
被
っ
た

こ
と
知
ら
せ
る
時
に
用
い
る
語
で
あ
る
。
次
の
卜
辞

…
才
（
災
）、
小
臣
稟
又
来
告
…
（
合
集
二
七
八
八
六

蠱
）

に
あ
る
「
来
告
」
は
種
々
の
状
況
下
で
王
に
報
告
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
小
臣
の
場
合
は

…
大
方
出
伐
我
師
、
惟
馬
小
臣
…
（
合
集
二
七
八
八
一

蠱
）

の
馬
小
臣
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
敵
邦
（
方
）
が
侵
入
し
た
こ
と
を
使
者
を
派
遣
し
て
殷
王
に
知
ら
せ
る
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
来
�
・
来
告
が
小
臣
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
小
臣
の
一
部
は
外
敵
と
常
時
接
触
し

う
る
場
所
、
言
い
換
え
る
と
軍
事
区
域
に
い
て
、
殷
王
と
終
始
連
絡
を
と
り
、
そ
の
命
下
で
活
動
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
軍
事
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区
域
に
い
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
文
脈
で
上
引
し
た
卜
辞
の
「
小
臣
其
又
邑
」
を
見
る
と
、
こ
の
卜
辞
は
小
臣
が
戦
闘
部
隊
を
率
い
て
外

敵
侵
入
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
王
畿
周
辺
の
諸
邑
を
守
衛
し
て
い
て
、
そ
れ
が
無
事
に
達
成
し
得
る
か
否
か
を
卜
問
し
た
も
の
と
解

釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
、
使

臣

小
臣
が
使
臣
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
西
周
金
文
が
五
例
あ
る
。
西
周
早
期
の
小
臣
�
鼎
に

小
臣
�
即
使
于
西
、
休
、
中
易
�
鼎
、
揚
中
皇
作
宝
（
集
成
二
五
八
一
）

と
あ
る
小
臣
�
は
中
に
使
臣
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
派
遣
者
は
周
王
で
、
中
は
鑄
大
夫
層
に
属
す
る
重
臣
で
あ
ろ
う
。
西

周
中
期
の
小
臣
静
彝

隹
十
又
三
月
、
王
客
�
京
、
小
臣
静
即
使
、
王
易
貝
五
十
朋
、
揚
天
子
休
、
用
作
父
﹇
丁
﹈
宝
�
彝
（『
金
文
総
集
』
四
、
二
六
五

五
）

の
場
合
は
、
小
臣
静
が
派
遣
さ
れ
た
相
手
は
わ
か
ら
な
い
が
、
派
遣
者
は
周
王
で
あ
る
。
同
期
の
小
臣
守
�

隹
五
月
既
死
霸
辛
未
、
王
使
小
臣
守
于
夷
、
夷
賓
馬
両
金
十
鈞
、
守
敢
対
揚
天
子
休
令
、
用
作
鋳
引
仲
宝
�
、
子
々
孫
々
永
宝
用

（
集
成
四
一
七
九
）

の
場
合
は
、
東
夷
か
南
夷
か
判
然
と
し
な
い
が
、
小
臣
守
は
夷
族
の
邦
君
に
使
臣
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
小
臣
鼎

唯
十
月
、
使
于
曾
・
密
伯
于
成
周
、
休
�
小
臣
金
、
弗
敢
喪
、
揚
用
作
宝
旅
彝
（
集
成
二
六
七
八
）

の
場
合
は
、
成
周
滞
在
中
の
内
服
諸
侯
と
思
わ
れ
る
曾
伯
と
密
伯
に
使
臣
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
銘
文
に
も
派
遣
者
が
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
周
王
で
あ
ろ
う
。『
周
礼
』
夏
官
・
小
臣
の
「
掌
三
公
及
孤
鑄
之
復
逆
、
…
掌
士
大
夫
之
弔
労
」
は
、
鄭
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玄
の
注
に
よ
れ
ば
、
三
公
及
び
孤
鑄
の
伝
奏
を
掌
る
こ
と
、
王
命
に
よ
っ
て
士
大
夫
を
弔
労
す
る
こ
と
が
小
臣
の
職
事
と
さ
れ
て
い
る

が
、
金
文
の
使
臣
は
こ
れ
と
は
少
し
く
異
な
り
、
王
命
を
内
外
の
諸
侯
・
邦
君
へ
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
然
、
そ
の
返
事
を
持
ち

帰
り
、
そ
れ
を
王
に
伝
奏
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

ま
た
、
西
周
早
期
の
小
臣
宅
�

隹
五
月
壬
辰
、
同
公
在
豊
、
令
宅
使
伯
懋
父
、
伯
易
小
臣
宅
画
干
戈
九
�
金
車
馬
両
、
揚
公
伯
休
、
用
作
乙
公
�
彝
、
子
々
孫
々
、

永
宝
、
其
万
年
、
用
郷
王
出
入
、（
集
成
四
二
〇
一
）

に
よ
れ
ば
、
同
公
か
ら
伯
懋
父
へ
の
使
臣
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
同
公
は
「
公
」
と
い
う
称
謂
か
ら
極
め
て
高
位
な
人
物
で
あ
る
と

思
わ
れ
、
伯
懋
父
は
西
周
早
期
に
淮
夷
征
伐
の
司
令
官
と
し
て
活
躍
し
た
重
要
人
物
で
、
関
連
す
る
金
文
は
多
い
。
こ
の
よ
う
な
重
臣
間

の
情
報
の
伝
達
に
も
小
臣
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

西
周
金
文
に
よ
れ
ば
、
作
册
・
史
・
内
史
な
ど
の
史
官
が
王
命
を
伝
達
し
て
い
る
が
、
史
官
の
活
動
の
場
は
主
に
宮
・
廟
で
の
册
命
な

ど
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
遠
地
に
赴
い
て
の
王
命
の
伝
達
に
は
小
臣
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
西
周
期
の
小
臣
に
は
史

官
を
兼
ね
て
い
る
者
が
あ
り
、
武
装
偵
察
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
ほ
ど
の
部
隊
を
率
い
る
者
が
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

八
、
祭

儀

小
臣
が
参
加
し
た
祭
儀
の
う
ち
最
も
目
立
つ
の
は
殷
祭
で
あ
る
。

癸
亥
卜
、
賓
貞
、
令
何
受
乎
�
小
臣
戈
衣
（
懐
九
六
一

蠢
）眩

貞
、
令
何
受
乎
�
小
臣
戈
衣
（
懐
九
六
二

蠢
）

こ
れ
ら
の
卜
辞
に
よ
る
と
、
殷
代
の
衣
（
殷
）
祭
に
は
�
小
臣
戈
が
参
加
し
て
い
る
が
、
西
周
早
期
の
小
臣
傳
�
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隹
五
月
既
望
甲
子
、
王
〔
在
�
〕
京
、
令
師
田
父
殷
成
周
〔
年
〕、
師
田
父
令
小
臣
傳
非
余
、
傳
□

朕
考
�
師
田
父
令
余
□
官
、
伯
俎
父
賞
小
臣
傳
□
、〔
揚
〕
伯
休
、
用
作
朕
考
日
甲
宝
（
集
成
四
二
〇
六
）

の
場
合
は
某
小
臣
で
は
な
く
、
小
臣
で
あ
る
小
臣
傳
が
殷
祭
に
参
加
し
て
い
る
。
殷
代
の
�
小
臣
も
西
周
時
代
の
小
臣
傳
も
小
臣
で
あ
る

こ
と
以
外
、
職
掌
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
殷
祭
は
王
が
直
系
祖
先
の
歴
代
の
霊
を
招
い
て
行
う
大
祭
で
あ
る
が
、
卜
辞
の
場
合
は
何
と
い

う
人
物
、
小
臣
傳
�
の
場
合
は
師
田
父
が
代
理
で
主
催
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
は
、
本
来
な
ら
王
自
身
が
主
催
す
べ
き
殷
祭
を
代
理
で
主

催
し
て
い
る
の
で
、
鑄
士
ク
ラ
ス
の
重
臣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
臣
は
こ
れ
ら
重
臣
の
補
佐
役
の
一
員
と
し
て
殷
祭
の
挙
行
に
参

加
し
て
い
る
の
で
、
当
然
に
そ
の
身
分
は
鑄
士
ク
ラ
ス
の
重
臣
よ
り
は
下
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
次
の
二
例
の
卜
辞

癸
亥
卜
、
彭
貞
、
其
又
于
丁
妣
己
、
在
十
月
又
二
、
小
臣
咼
立
（
合
集
二
七
八
七
五

蠱
）

…
鬯
、
小
臣
咼
立
（
合
集
二
七
八
七
六

蠱
）

の
第
一
辞
で
は
、
小
臣
咼
が
武
丁
の
配
偶
者
妣
己
へ
の
侑
祭
に
参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
小
臣
咼
立
」
と
い
う
表
現
か
ら
見
て
、
こ

の
場
合
は
王
が
主
催
す
る
侑
祭
に
賓
と
し
て
参
加
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
小
臣
咼
が
王
の
代
理
と
し
て
侑
祭
に
立
（
�
）
ん
だ
と
解
し
た

方
が
内
容
が
理
解
し
や
す
い
。
果
た
し
て
そ
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
小
臣
咼
が
王
の
代
理
を
し
得
る
身
分
で
あ
り
、
決
し
て
低
く
は
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
卜
辞

丁
巳
卜
、
咎
小
臣
口
以
�
于
中
室
。
茲
用
。
丁
巳
卜
、
咎
小
臣
剌
以
�
于
中
室
（
合
集
二
七

八
八
四

蠱
）

の
場
合
も
、
中
室
で
行
わ
れ
る
�
（
意
義
不
明
）
と
い
う
祭
儀
に
小
臣
口
を
派
遣
す
る
か
小
臣
剌
を
派
遣
す
る
か
が
卜
問
さ
れ
て
い
る
の

で
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。

こ
れ
ら
祭
儀
関
係
の
卜
辞
・
金
文
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
小
臣
が
決
し
て
奴
隷
な
ど
で
は
な
く
、
小
祭
儀
を
王
の
代
理
と
し
て
挙

行
し
得
る
身
分
、
即
ち
大
夫
ク
ラ
ス
の
者
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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九
、
族

徽

殷
・
西
周
金
文
の
末
尾
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
絵
文
字
の
よ
う
な
図
形
は
図
形
標
識
と
か
氏
族
標
識
と
か
族
徽
と
か
呼
ば
れ
る
も
の

で
、
銅
器
の
作
器
者
が
属
す
る
氏
族
を
表
す
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

小
臣
に
関
す
る
金
文
の
う
ち
族
徽
を
付
す
も
の
は
四
器
あ
り
、
い
ず
れ
も
殷
末
期
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
小
臣
缶
方
鼎
の

王
賜
小
臣
缶
�
積
五
年
、
缶
用
作
享
大
子
乙
家
祀
尊

�
�
�

父
乙
（
集
成
二
六
五
三
）

と
小
臣
児
�
の

女
子
小
臣
児
作
己
�
彝

�
�
�
（
集
成
五
三
五
一
）

に
見
え
る
�
�
�
は
殷
の
王
族
の
族
徽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
小
臣
缶
は
大
子
乙
を
父
乙
と
呼
ん
で
い
る
の
で
殷
の
王
孫
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
敷
衍
し
て
小
臣
は
春
秋
諸
侯
国
に
お
け
る
公
孫
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
に
あ
た
る
と
す
る
の
は
問
題
が
あ

る
。
小
臣
�
�
の

王
易
小
臣
�
、
易
在
寝
、
用
作
祖
乙
�

�
�
	
（
集
成
五
三
七
九
）

で
は
小
臣
�
の
族
徽
は
�
�
	
で
あ
り
、
小
臣
邑



癸
巳
、
王
易
小
臣
邑
貝
十
朋
、
用
作
母
癸
�
彝
、
隹
王
六
祀
�
日
、
在
四
月

亞
�
（
集
成
九
二
四
九
）

で
は
小
臣
邑
の
族
徽
は
亞
�
と
な
っ
て
い
て
、
小
臣
の
族
徽
は
必
ず
も
�
�
�
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
�
�
	
と
亞
�
は
�
�
�
か
ら

分
族
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
他
に
論
拠
と
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
む
し
ろ
銘
文
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
認

め
て
、
小
臣
に
は
�
�
�
族
に
属
す
る
者
も
、
�
�
	
族
に
属
す
る
者
も
、
亞
�
族
に
属
す
る
者
も
い
た
と
す
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
春

秋
時
代
に
は
諸
侯
の
公
孫
あ
る
い
は
そ
の
子
は
大
夫
と
な
り
、
そ
の
子
孫
に
は
士
に
零
落
す
る
者
が
い
た
の
で
、
王
族
出
自
の
小
臣
が
い
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て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
特
に
小
臣
缶
の
よ
う
な
王
統
を
継
ぎ
そ
こ
ね
た
者
は
父
子
相
続
を
固
守
し
よ
う
と
し
た
殷
末
の
王
に
と
っ
て
は

ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
り
得
た
か
ら
冷
遇
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

殷
・
西
周
時
代
の
小
臣
に
は
小
臣
（
小
臣
某
も
含
む
）・
小
某
臣
・
某
小
臣
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
小
某
臣
と
某
小
臣
は
某
を
管
掌
す

る
小
臣
で
、
小
臣
は
そ
れ
ら
種
々
の
職
事
を
有
す
る
官
人
を
統
括
し
て
呼
称
す
る
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
田
官
あ
り
、
馬
官
あ
り
、

女
官
あ
り
、
侍
衛
の
臣
あ
り
、
善
（
膳
）
夫
あ
り
、
武
臣
・
部
将
あ
り
、
使
臣
あ
り
、
宦
官
で
さ
え
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
小
臣
と
他
称

さ
れ
、
ま
た
自
称
し
て
い
る
者
に
は
王
系
に
繋
が
る
者
も
あ
っ
た
が
、
王
系
外
の
氏
族
出
自
の
者
も
あ
り
、
家
臣
を
有
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
殷
・
西
周
時
代
の
小
臣
は
多
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
見
て
小
臣
を
一
種
の
官
職
名
と
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く

小
臣
は
在
官
者
を
広
く
指
し
な
が
ら
も
、
一
定
の
範
疇
を
有
す
る
語
、
例
え
ば
「
小
官
」
や
狭
義
の
「
有
司
」
と
い
う
語
と
ほ
ぼ
同
義
の

語
で
あ
ろ
う
。
有
司
は
「
職
司
を
有
す
る
者
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
も
と
よ
り
執
政
の
大
官
か
ら
官
府
の
最
下
等
の
官
ま
で
を
指
す
の

で
あ
る
が
、
狭
義
に
用
い
た
場
合
は
要
路
重
臣
の
大
官
を
除
く
官
を
指
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、『
周
礼
』
夏
官
の
序
官
に
よ
れ
ば
、「
小
臣
、
上
士
四
人
」
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
職
事
は

小
臣
掌
王
之
小
命
、
詔
相
王
之
小
法
儀
、
掌
三
公
及
孤
鑄
之
復
逆
、
正
王
之
燕
服
位
、
王
之
燕
出
入
、
則
前
駆
、
大
祭
祀
朝
覲
、
沃

王
盥
、
小
祭
祀
賓
客
饗
食
賓
射
、
掌
事
如
大
僕
之
法
、
掌
士
大
夫
之
弔
労
、
凡
大
事
、
佐
大
僕
、

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
鄭
玄
の
注
に
従
っ
て
ま
と
め
る
と
、
漓
王
の
小
命
を
掌
る
、
滷
王
の
趨
行
・
拱
揖
な
ど
の
小
礼
儀
を
掌
る
、
澆

三
公
及
び
孤
鑄
の
伝
奏
を
掌
る
、
潺
王
が
燕
居
す
る
時
の
服
装
と
位
置
を
正
す
、
潸
王
が
諸
観
苑
な
ど
に
遊
ぶ
時
は
前
駆
す
る
、
澁
大
祭

祀
や
朝
覲
の
時
は
、
王
の
盥
を
沃
ぐ
、
澀
小
祭
祀
・
賓
客
・
饗
食
・
賓
射
の
時
は
、
掌
る
事
、
大
僕
の
法
の
ご
と
し
、
潯
王
命
に
よ
っ
て
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士
大
夫
を
弔
労
す
る
、
潛
凡
そ
大
事
に
は
大
僕
を
補
佐
す
る
、
と
な
る
。

こ
の
『
周
礼
』
夏
官
・
小
臣
の
記
述
と
上
述
し
た
殷
・
西
周
時
代
の
小
臣
と
を
比
較
す
る
と
、『
周
礼
』
夏
官
・
小
臣
の
潸
は
ほ
ぼ
事

実
に
近
く
、
漓
澆
は
事
実
の
一
部
を
伝
承
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
殷
・
西
周
時
代
の
小
臣
を
矮
小
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

殷
・
西
周
時
代
は
官
制
が
徐
々
に
整
っ
て
い
く
時
代
で
あ
り
、
職
事
ご
と
に
官
が
独
立
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
小
臣
に

含
ま
れ
て
い
た
多
く
の
官
は
、
某
事
を
管
掌
す
る
小
臣
か
ら
某
官
と
し
て
独
立
し
て
、
某
事
を
管
掌
す
る
小
臣
（
小
某
臣
、
某
小
臣
）
と

は
呼
ば
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
そ
れ
ま
で
小
臣
と
呼
ば
れ
た
者
た
ち
の
範
疇
が
縮
小
す
る
に
つ
れ
、
史
料
に
残
る
小
臣

の
活
動
も
減
り
、
そ
の
史
料
を
見
た
後
世
の
人
々
の
小
臣
は
某
種
の
職
事
を
管
掌
し
て
い
た
と
い
う
印
象
も
矮
小
化
さ
れ
た
も
の
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
戦
国
時
代
の
末
期
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
周
礼
』
に
は
地
域
限
定
の
小
政
権
で
あ
っ
た
戦
国
期
の
周
の
官
制
の
状
況

も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
小
臣
の
定
員
が
た
っ
た
四
人
で
あ
り
、
武
臣
・
部
将
と
し
て
の
小
臣
が
片
鱗
す
ら
も
窺
え
な
い
こ
と
が

そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
小
臣
が
も
と
も
と
小
官
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
完
全
に
は
消
え
去
ら
ず
、『
礼
記
』
礼
運
の
「
君
位

危
、
則
大
臣
倍
、
小
臣
窃
」
の
よ
う
に
後
世
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

註盧

拙
稿
「
甲
骨
文
・
金
文
の
小
臣
に
つ
い
て
」『
人
文
論
究
』
第
五
三
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
四
年
。

盪
（
合
集
五
七
一
七
正

蠢
）
は
『
甲
骨
文
合
集
』
の
第
五
七
一
七
片
の
正
面
拓
で
、
蠢
は
第
蠢
期
に
断
代
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
以

下
、
同
様
に
略
記
す
る
。

蘯

三
田
村
泰
助
『
宦
官
』

盻

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
小
屯
南
地
甲
骨
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
の
附
二
二
の
略
称
。

眈

郭
沫
若
に
劾
を
「
�
」
と
釈
し
て
「
嘉
」
と
読
み
、
憎
臓
を
冥
と
釈
し
て
「
娩
」
と
読
む
と
し
た
（『
殷
契
粋
編
』
考
釈
、
一
六
〇
葉
、
文
求

堂
、
一
九
三
七
年
）

眇

于
省
吾
「
釈
小
臣
的
職
別
」『
甲
骨
文
字
釈
林
』
二
〇
八
頁
。
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眄
（
集
成
五
三
五
一
）
は
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
殷
周
金
文
集
成
』（
全
一
八
册
、
中
華
書
局
、
一
九
八
四
〜
一
九
九
五
年
）、
第
五

三
四
一
拓
の
略
称
で
あ
る
。
以
下
、
同
様
に
略
記
す
る
。
断
代
は
多
く
『
殷
周
金
文
集
成
釈
文
』
に
よ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
全
拠
し
て
る
わ
け
で

は
な
い
。

眩
（
懐
九
六
一

蠢
）
は
、
曹
戴
奎
編
『
懷
米
山
房
吉
金
圖
』
の
略
称
。

│
│
文
学
部
教
授
│
│
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